
5−はびきの　2020.5.1−

[ 問合せ ] 観光課 ☎ 072-958-1111 内線 2732・2760

はびきの軽トラ市in野・丹比地区 5月24日㈰
「売切れ御免 !!」

 羽曳野の特産品をはじめ様々な生産者自慢の
 品々が集合！
 みなさまのご来場をお待ちしております！！

[ 時間 ] 9:30 ～ 13:30
[ 会場 ] 野公民館駐車場
　　　※無料駐車スペース　
　　　　　　約 60 台あり

※新型コロナウイルス感染症の影響や悪天候などに
　よる中止のお問い合わせは市ウェブサイトをご覧
　ください。

地元の方々による
『ふるまい豚汁』（先着300人）、
　　　地元ブースの出店も！

～ステージイベント～
◆スマイル（よしもとクリエイティブ・エージェンシー所属）
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▼プログラム （天候等で変更する場合があります。）

★リレー（小学 4～ 6年生）は、11:00 までに本部にて走順（1チーム 4人）を決めて代表者（保護者）が
　お申し込みください。
※市こ連・スポーツ少年団・体育協会（子ども）リレーの参加者は、申込できません。なお、当日参
　加チームが3チーム未満だった場合、中止とします。
※�各競技で想定している参加予定人数を超えると、賞品がない場合もあります。
　あらかじめご了承ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により、中止または延期となる場合があります。

午前の部（9:00 開始）
1 入場行進・開会式 全　員
2 準備体操 全　員

3 なかよく玉入れ
幼児（保護者）
シニア (60 歳以上 )
来賓者

4 50 ｍ走
小学 4 ～ 6 年生
小学 1 ～ 3 年生
中学生以上一般

5 どれにしようかな 幼児 ( 保護者 )
6 はさんで GO ！！ 小学 1 ～ 6 年生
7 ２人で GET 中学生以上一般

＜昼休み＞ 準備体操 タケルくん体操 

午後の部（13:00 開始予定）
8 大玉ころがし 全小学生
9 新・おやつをあげよう 幼児（保護者）
10 ボールころがし シニア (60 歳以上 )

11 リレー

市こ連
スポーツ少年団・体育協会（子ども）
小学4～6年生（★）当日事前申込
中学生以上一般

12 綱引き 全小学生
中学生以上一般

13 大抽選会 全　員
14 閉会式 全　員

楽しいプログラムが
盛りだくさん！

●入場無料
●プログラム対象者は当日自由参加
● 飲食ブース出店（はびきの軽

トラ市）
● 悪天候等による中止の決定

は、当日午前 8:00 に決定
●お車でお越しの際は、向野南
　交差点よりお越しください
● 駐車場は、はびきの埴生学園グラ

ウンドまたは青少年児童センター
グラウンドをご利用ください

● 駐輪場は、はびきの埴生学園
グラウンドをご利用ください

● ごみは所定の場所に捨てる
か、各自お持ち帰りください

■問合せ■ スポーツ振興課 ☎ 072-958-1111  内線 4411 ＜主催 : 第 51 回市民体育祭実行委員会＞

６月 14 日㈰ 9:00 ～ 15:00 9:00 ～ 15:00
第第551回1回羽曳野市民体育祭羽曳野市民体育祭in中央スポーツ公園

憲法週間  ５月３日の憲法記念日を含む５月１日から７日は「憲法週間」です。

● 一人ひとりが人間として幸せに生きるために、生まれながらに持っている固有の権利を人権といいます。
   「職業選択の自由」「幸福を追求する権利」「教育を受ける権利」などの基本的人権は、憲法で保障されています。
  だれもが平等で明るく幸せに暮らせる社会を築くためにお互いの人権を尊重し、憲法の精神を守り育てましょう。

特設人権相談
　毎日の暮らしの中で起こるさまざまな人権問題の解決を
図るため、人権擁護委員が相談に応じます。相談は無料で、
秘密は必ず守ります。
①日時 5 月 15 日㈮ 14:00 ～ 16:00
　場所 陵南の森総合センター　2 階視聴覚室
②日時 6 月 1 日㈪ 10:00 ～ 12:00、13:00 ～ 15:00
   場所 市役所別館３階会議室
　 ※「人権擁護委員の日」にちなみ開設します。

（①・②とも予約不要、直接会場へお越しください。）

　「誰か」のことではなく、自分自身のこととして捉え、
一人ひとりが人権を尊重することの重要性を正しく認
識し、自分以外の人の人権にも配慮した行動をとりま
しょう。

【問合せ】人権推進課
☎ 072-958-1111 内線 1054

 対象者の小学生は義務教育学校の前期課程、中学生は義務教育学校の後期課程を含む。

～人権啓発キャッチコピー～法務省 
令和 2 年度『「誰か」のこと じゃない』


